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第１章 行財政改革推進プランの基本的考え方 

 

 １ 県行財政を取り巻く現状と課題 

 （１）社会経済環境の変化 

  ① 少子高齢化を伴う人口減少の加速 

    本県の人口減少は、全国や東北地方全体よりも早期かつ急激に進行しており、地方の過

疎化や地域産業の衰退等の社会課題を抱えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全国・東北・山形県の人口減少率 
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山形県の出生数の推移 

1965 年から 2005 年までの約 40 年間で出生数は半減 

2005 年から 2023 年までの約 20 年間で出生数は約 45％減 

本県の出生数の減少は加速度的に進行 

（資料）総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」を基に事務局作成 

（資料）厚生労働省「人口動態調査」を基に事務局作成 
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通常枠
先行枠

直近10年の平均受験者数（約310人）

  ② 人手不足問題の深刻化 

    本県の職員についても、職員の年齢構成により、今後10年程度は必要採用者数の増加が

見込まれ、また、少子化の進展、過去の推移を踏まえると、今後も受験者数の減少が見込

まれるため、人口減少の影響による人手不足問題が深刻化する恐れがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員の年齢構成により、今後 10 年程度は、 

必要採用者数が増加する 

少子化の進展、過去の推移を踏まえると、 

今後も受験者数の減少が見込まれる 

県職員（大学卒業程度・行政職）採用者数・受験者数の推移 

※必要採用者数は、職員体制を現行のままとした場合の推計 



- 3 - 
 

（２）職員の働き方に関する意識の変化 

  ① 働きがいの向上 

    内閣人事局「令和５年度働き方改革アンケート結果について」によると、働きがい・働

きやすさの実感度が低いと離職意向が高い傾向にあり、働きやすさはもとより、働きがい

が大切であることがわかります。 

 

  ② ワーク・ライフ・バランスの推進 

令和５年に若手職員を対象にしたアンケート結果によると、８割超の若手職員は「仕事

も個人の生活も大切にしたい」と思っています。また、若手職員の約56％が離職を考えた

ことがあり、その理由は「業務面での不安」が最も多く、その具体的な内容は、私生活の

時間が確保できない、仕事にやりがいが感じられないなど、ワーク・ライフ・バランス及

び働きがいに関するものでした。このことから、本県でも、働きがいの向上やワーク・ラ

イフ・バランスの推進が課題であることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（資料）内閣人事局 令和５年度働き方改革職員アンケート結果について 

内閣人事局のアンケートより 

（資料）ワーク・ライフ・バランス推進本部会議資料（令和６年５月 14 日） 

若手職員の働く意欲等に関するアンケートより 
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（３）引き続き厳しい財政状況 

  ① 持続可能な財政基盤の確立、歳入の確保、歳出の見直し 

社会保障関係経費の自然増や公債費が高い水準で推移することなどによって、ここ数年

は引き続き多額の財源不足額が生じるものと見込まれます。 

人と自然がいきいきと調和し、真の豊かさと幸せを実感できる山形の実現には、それを

支える持続可能な財政運営の確保が不可欠であり、具体的には、歳入・歳出の両面から財

源不足額の解消に向けた対応策を講じ、調整基金取崩しの抑制に努めることが必要となり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山形県財政の中期展望（令和７年２月） 

１ 山形県の財政収支の見通し（財源確保対策前） ２ 山形県の財源不足額への対応（当面の数値目標） 

（単位：億円）

７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度

1,150 1,182 1,199 1,210 1,221

2,131 2,221 2,255 2,311 2,355

827 717 719 725 725

525 441 418 440 479

1,941 1,824 1,782 1,749 1,712

6,574 6,385 6,373 6,435 6,492

1,478 1,578 1,493 1,581 1,510

716 716 716 716 716

888 912 957 980 1,005

2,590 2,507 2,499 2,441 2,485

1,082 868 854 869 921

公 共 事 業 費 381 380 381 378 380

単 独 事 業 費 312 280 252 292 327

国直轄事業負 担金 134 131 128 120 120

そ の 他 255 77 93 79 94

6,754 6,581 6,519 6,587 6,637

△180 △196 △146 △152 △145

158 △38 △184 △336 △481

注１：「地方交付税」には地方譲与税、地方特例交付金を含む。

注２：「一般行政費」には繰出金、予備費を含む。

注３：令和７年度の数値は財源確保対策を講じた後の当初予算の姿である。

歳
　
　
入

県 税

地 方 交 付 税

国 庫 支 出 金

県 債

そ の 他

計　   (A)

財 源 不 足 額 (C=A-B)

調 整 基 金 残 高
・ 財 政 赤 字

歳
　
　
出

人 件 費

社 会 保 障 関 係 経 費

公 債 費

一 般 行 政 費

投 資 的 経 費

計　   (B)

（単位：億円）

８年度 ９年度 10年度 11年度

△196 △146 △152 △145

3 3 3 3

30 19 11 7

30 30 0 0

63 52 14 10

(50) (50) (50)

50 100 150 200

50 100 150 200

113 152 164 210

35 47 65

83 29 35

75 81 93 158

注１：｢事務事業の見直し・改善、行政経費の節減・効率化」の括弧書きは当該年度の新規削減額である。

注２：歳入については、現行制度をもとに試算している。

注３：令和９年度及び11年度の調整基金積立額(E)①について、職員の定年延長に伴いこれら両年度において定年に

　　　係る退職手当は発生しないが、負担平準化を図る観点から令和10年度及び12年度の所要額の一部（35億円）を

　　　予め積み立てておく分を含む（それぞれ令和10年度及び12年度に同額を取り崩すことになる。また、同様の考

　　　え方により、令和８年度は40億円を取り崩している）。

注４：令和８年度及び９年度の調整基金取崩額(E)②については、令和５年度及び６年度の法人関係税等の増収に伴

　　　う普通交付税の減額精算に対応するために積み立てていたものを取り崩す分を含む。

　　（令和８年度はうち20億円、令和９年度はうち８億円）

財 源 不 足 額 (A)

歳
 
入

県 有 財 産 の 売 却 、 有 効 活 用

基 金 、 特 別 会 計 資 金 の 有 効 活 用

財 源 対 策 の た め の 県 債 発 行

計 (B)

対 策 後 の 調 整 基 金 残 高 (F)

歳
 

出

事 務 事 業 の 見 直 し ・ 改 善
行 政 経 費 の 節 減 ・ 効 率 化

計 (C)

合 計 (D=B+C)

調 整 基 金 積 立 額 (E) ①

調 整 基 金 取 崩 額 (E) ②
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（４）行政事務のデジタル化 

  ① デジタル技術を活用した業務効率化 

本県のデジタル化の取組みは「Yamagata幸せデジタル化構想」（令和４年10月改定）に基

づき進められており、行政事務についても、同構想に基づきデジタル技術を活用した効率

化を推進する必要があります。 

 

  ② デジタル化のための環境整備 

庁内のデジタル化の現状は、庁内ネットワークの設備とシステムがともに整備・構築か

ら20年以上経過して老朽化しているなど、更なるデジタル化を進めるための環境が整って

いない状況にあるため、デジタル化のための環境整備が課題です。 

 

（５）政府の動向等 

政府の方針や会議における答申などにおいては、適正規模の地方行政の推進や地方行政

のデジタル化・オンライン化の推進、アナログ規制の見直し、多様な働き方の推進などが

課題として挙げられています。 

 

 ２ プラン策定の趣旨 

 急激な人口減少など本県を取り巻く社会経済環境の変化や厳しい財政状況の下で、新たな

行政課題に的確に対応し、必要な行政サービスを提供し続けることができるよう、限りある

行財政資源の選択と集中による有効活用に向けて、不断の見直しを計画的に行うため策定し

ます。 

 行財政改革の取組みを全庁的に推進することにより、第４次山形県総合発展計画による県

づくりを進めるための土台となる安定性と機動性を併せ持つ行財政運営体制を構築します。 

 

 ３ 策定に当たっての方向性 

   本県の人口は全国平均よりも早いペースで減少しており、2025年中に100万人を割る見込

みです。また、国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計（令和5年12月）によると、

2050年には約71万人となるなど、中長期的にも同様の傾向が続く見込みです。 

 人口減少の影響による人手不足が見込まれる中で、様々な行政課題に迅速かつ的確に対応

するためには、生産性向上が不可欠であり、業務の見直しや効率化をどう進め、業務の量や

手間をどう減らしていくかが大きな課題です。 

 このため、このプランでは、業務の見直しやデジタル化による効率化等、業務の量と手間

の縮減につながる項目を中心に内容を絞るとともに、人口減少時代においても行政課題に迅

速かつ的確に対応できる組織体制の整備等を進める必要があります。 

 併せて、職員がやりがいを感じて持続的に働くことができ、ひいては県民サービスの向上

につながるよう、職員の働き方改革の推進やウェルビーイング※の実現の視点を盛り込みま

す。 

 

 

 
※ ウェルビーイング：Well-being。身体的・精神的・社会的に良好な状態にあること。 
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 ４ 行財政運営の４つの視点 

 （１）視点①【仕事・組織】 人口減少や県民ニーズに対応した仕事・組織体制の再構築 

    視点①では、仕事・組織に着目して、人口減少や県民ニーズに対応した仕事や組織体制

の見直しを推進します。 

 

 （２）視点②【人】 職員のウェルビーイング実現による組織力の強化 

視点②では人に着目して、働き方改革を推進し、職員のウェルビーイングの実現を図る

ことで、組織力の強化を進めます。 

 

 （３）視点③【行財政基盤】 持続可能な行財政基盤の確立 

視点③では、行財政基盤に着目して、歳入の確保、歳出の見直しを図り、限られた資源

を必要な施策に集中できるよう、持続可能な行財政基盤を確立していきます。 

 

 （４）視点④【ＤＸ※】 行財政改革の取組みを支えるデジタル化の推進 

視点④では、ＤＸに着目して、視点①～③における行財政改革の取組みを支える土台と

して、デジタル化による業務の効率化を推進します。 

 

 ５ 推進期間 

   令和７年度から令和11年度までの５年間 

 

 ６ 推進体制 

   知事を本部長とする「山形県行財政改革推進本部」を中心に、全ての職員が目的を共有し

ながら、組織を挙げて着実に推進します。 

   取組みの推進にあたっては、県民の声や県議会の意見を聴くとともに、第三者で構成する

「山形県行政支出点検・行政改革推進委員会」から評価と助言を得ながら推進します。 

 

 ７ プランの見直し 

   推進期間中における社会経済環境等の変化に迅速かつ的確に対応するため、必要に応じて、

本プランの見直しを行います。 

 

 

  

※ ＤＸ：Digital Transformation の略。ICT（Information and Communication Technology の略。情報通信技術。）の浸透が人々

の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。 
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第２章 行財政運営の４つの視点 

 

視点①【仕事・組織】  

人口減少や県民ニーズに対応した仕事・組織体制の再構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 仕事の見直し 

 

・既存の業務・事業について、必要性や効果を見極め、廃止も含めた大幅な見直しを行い、

業務の量と手間の縮減を図ります。 

・様々なデジタルツール等を導入し、それを活用するとともに、デジタル化の障害となる規

制を見直すことで、行政サービスに係る一連の業務の更なる効率化を進めます。 

 

  （１）事務事業の見直し・改善 

     部局長等のマネジメントの下、真に必要な事務と事業を見極め、廃止、統合、簡素化

などの手法により不断の見直しを行うことで、業務の量を縮減します。また、業務のや

り方を見直すことで、業務の手間も縮減します。 

 

  （２）デジタル化による業務の効率化 

   ① デジタルツール等の導入と活用による業務効率化の推進 

 生成ＡＩ※やチャット機能を有するコミュニケーションツール等を導入し、有効活用す

ることで、業務の効率化を進めます。また、電子決裁の推進や多様な公金収納方法の実

現等による業務の効率化を更に進めていきます。 

 

   ② アナログ規制の見直し等の推進 

     目視や書面での掲示などが義務付けられているアナログ的な規制を見直すとともに

各種行政手続きのオンライン化を進めることで、業務の効率化を図り、県民や事業者の

利便性向上と負担軽減に取り組みます。 

  

・少子高齢化を伴う人口減少が加速する中で、県職員についても、人手不足が深刻化するこ

とが見込まれます。 

・こうした中で、社会経済環境の変化や高度化・複雑化する行政課題に迅速かつ的確に対応

していくためには、生産性の向上が不可欠であり、業務の量と手間の縮減や、効率的で柔

軟性のある組織体制の整備が大きな課題です。 

・視点①では、仕事・組織に着目して、人口減少や県民ニーズに対応した仕事や組織体制の

見直しを推進します。 

※ 生成ＡＩ：人間のようにテキスト、画像、音声などを生成し、多岐にわたるタスクを自律的にこなすことができる AI（Artificial 

Intelligence の略。人工知能。）技術の総称。 
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目標指標 

目標指標 基準値 目標値 

事務事業の見直し・改善 

経費削減額 － 
250億円 

（R7～R11年度累計） 

削減事務量 － 
10万時間 

（R7～R11年度累計） 
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２ 組織体制の見直し 

 

・人口減少時代においても、必要な行政機能を維持しながら、新たな行政課題や自然災害な

どに迅速かつ的確に対応していくために、より効率的で、専門性と柔軟性を備えた組織体

制・組織運営を目指し、必要な見直しを行います。 

 

  （１）人口減少時代において行政課題等に迅速かつ的確に対応できる組織体制の整備 

   ① 本庁や総合支庁、出先機関の必要な組織体制等の検討・整備 

     県人口の急速な減少が見込まれる中で、直面する行政課題及び県民ニーズ等に迅速か

つ的確に対応できるよう、県組織等の効率的かつ効果的な機能配置に向けて、業務の必

要性を見極めた組織の最適化や専門性の向上、民間との役割分担や市町村との連携等の

観点から各種の検証を行いながら、時代に即したあり方を検討し、必要な組織体制等を

整備します。 
 

   ② 現業業務及びその執行体制のあり方の検討 

     現業業務について、県行政が担うべき役割や県民サービスの確保に留意しつつ、業務

及びその執行体制のあり方を検討します。 
 

   ③ 審議会等の見直し 

     県の機関内に事務局を置いている任意団体や審議会等の見直し（廃止・統合等）を推

進します。 
 

   ④ 内部統制制度※の着実な運用 

     重大な不祥事等の原因となるリスク（適正な事務の阻害要因）の発現を未然に防止し、

適正な事務を滞りなく執行する組織体制を構築するなど、内部統制制度を着実に運用し

ます。 

 

  （２）頻発する大規模な自然災害等へ機動的に対処できる応援体制等の構築 

   ① 緊急事態に対処するための応援体制等の構築 

     近年頻発する大規模な自然災害等に機動的に対処するため、部局内又は部局をまたい

だ積極的な応援体制等を構築します。特に、土木職においては、有事に備えた応援体制

等を年度当初に構築します。併せて、職員の弾力的な配置により、過剰な業務の集中を

抑制し、業務量の平準化を推進します。 
 

   ② 危機対応力の強化 

     緊急事態発生時においても県として必要な業務を継続、あるいはいち早く再開できる

よう、平時から必要な準備を実施するとともに、研修や訓練等により、職員の危機管理

に関する意識や対応力を強化します。また、デジタル技術の活用により、情報収集能力

と災害対応能力を強化します。 

 
※ 内部統制制度：地方公共団体が組織として適正な業務執行を確保するため、業務執行の際に発生可能性が高く、影響度の大き

いリスク（適正な事務の阻害要因）について、発生頻度や影響度を低減するための対応策を整備するとともに、ＰＤＣＡに

より見直しを図りながら、持続的に運用する体制を構築する制度（地方自治法改正[平成 29 年６月]により、都道府県及び

指定都市への制度導入が義務化）。 
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３ 多様な主体との連携・協働 

 

・高度化・複雑化する行政課題に対応し、持続可能な形で社会全体にとってより効率的・効

果的な県民サービスを提供していくため、多様な主体と、それぞれの特長を活かした適切

な役割分担の下、連携・協働を推進していきます。 

・行財政改革の取組みを県民の理解を得ながら進めるため、積極的に情報を公開していくと

ともに、県民のニーズや意識を的確に把握していきます。 

 

  （１）地域における行政機能の維持のための市町村・近隣県等との連携推進 

   ① 市町村との連携強化 

     令和４年度から開催している「県及び市町村長・議長会議」及び「県・市町村連携推

進方針（平成30年３月策定）」等に基づき、平時及び災害時における連携を進めるとと

もに、時代に即した連携のあり方を検討し必要な見直しを行います。  

 

   ② 近隣県等との広域連携の推進 

     平常時から各種知事会議等をはじめ、近隣県等との課題意識の共有・協力体制の構築

を図り、広域的な視点で効率的・効果的に施策等を実施するとともに、災害時には相互

応援体制を構築するなど、広域連携を推進していきます。 

 

   ③ 地方分権改革の動きを踏まえた施策の推進 

     県及び市町村がそれぞれの実情に即した施策を主体的・自立的に行えるよう、国、県、

市町村間での事務・権限の移譲や規制緩和（義務付け・枠付けの見直し等）を検討しま

す。 

 

 （２）県民・ＮＰＯ等との連携・協働 

     社会全体にとって効率的・効果的な行政サービスにつながるよう、適切な役割分担と

事業形態を選択しながら、県とＮＰＯ等との協働事業や「やまがた社会貢献基金※」を

活用した助成事業を通して、県民・ＮＰＯ等との連携・協働を推進します。 
 

 （３）企業・大学等との連携・協働 

  ① 企業等との連携・協働の推進 

     企業等との包括連携協定※などに基づき、民間企業等が有する資源やノウハウを活か

し、効率的・効果的な県民サービスを提供するため、企業等との連携・協働を推進しま

す。 

 

 

 

 
※ やまがた社会貢献基金：身近な地域の問題や社会的な課題を解決するために、ＮＰＯ等の社会貢献活動団体が取り組む事業を

支援し、住み良い地域社会をつくることを目的に、平成 20 年度に県民・企業の寄付金と県の拠出金で造成した基金。 

※ 包括連携協定：それぞれの民間企業等の持つ強みや知見、ネットワークを活かしながら、県と民間企業等が協働し、県の幅広

い分野の課題解決を目的として締結するもの。 
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  ② 大学等との連携・協働の推進 

    若者の県内定着や地域課題への対応、研究開発分野などにおいて、効率的・効果的な

県民サービスを提供するため、大学等との協定締結などによる連携・協働を推進します。 
 

 （４）民間活力の活用 

  ① 民間移譲 

     公の施設について、引き続き県が保有する必要性を常に検証するとともに、運営を希

望する事業者がいる場合は、サービス水準の維持向上に留意しつつ、民間移譲を検討し

ます。 

 

  ② 民間委託 

 「民間等委託推進方針」（平成17年７月策定）に基づき、県民サービスの質の向上、効

率的・効果的な行政運営の確立等を図るため、協働の視点に立った民間委託を引き続き

進めます。 

 

  ③ 指定管理者制度※ 

    直営の公の施設について、指定管理者制度の活用可能性を幅広く検討します。また、

指定管理者制度導入施設について、民間の持つノウハウを十分に引き出すことのできる

運用を行うとともに、管理運営状況の分析・検証を徹底し、県民サービスの一層の向上

を図ります。 

 

  ④ 地方独立行政法人※制度 

    地方独立行政法人について、設立の目的に沿って、効率的・効果的な業務運営がなさ

れるよう、目標による管理と評価を適切に実施します。 

 

  ⑤ 公民連携（ＰＰＰ※）・民間資金等の活用による公共施設等の整備等（ＰＦＩ※） 

 公共施設整備等の際にＰＰＰ及びＰＦＩの手法の導入について検討するとともに、地

域プラットフォームの設置、活用等を通して、ＰＰＰ及びＰＦＩの手法の普及等を推進

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 指定管理者制度：地方公共団体が設置する公の施設について、当該地方公共団体が指定する法人や団体（指定管理者）に管理

を行わせる制度。民間の能力やノウハウを施設の管理運営に活かすことにより、県民サービスの一層の向上、行政経費の節

減、地域の活性化等を図ることをねらいとしている。 

※ 地方独立行政法人：住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施される必要

のある事務・事業のうち、地方公共団体自身が直接実施する必要はないものの、民間の主体に委ねては確実な実施が確保で

きないおそれがあるものを効率的・効果的に行わせるため、地方公共団体が設立する法人。 

※ ＰＰＰ：Public Private Partnership の略。公民連携。行政と民間が連携して、それぞれお互いの強みを活かすことによって、

最適な公共サービスの提供を実現し、地域の価値や住民満足度の最大化を図るもの。 

※ ＰＦＩ：Private Finance Initiative の略。民間資金等の活用による公共施設の整備等。公共施設等の建設、維持管理、運営

等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法。ＰＰＰの一類型。 
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 （５）公社等※の活用 

公社等の健全な経営を前提とした上で、十分な費用対効果が認められる場合には、公

共性と企業性を併せ持つ公社等を地方創生等の実現のため、有効に活用を図ります。 
 

 （６）行政情報の積極的な公開と県民ニーズ等の的確な把握 

  ① 情報公開の推進 

    県民が主役の県政の実現を図るため、各種の行政資料の公開や、審議会等の概要の公

表など、県政に関する情報の積極的な公開を進めます。 

 

  ② 県民意識・県民ニーズの的確な把握 

     「県政アンケート調査」等により、県民意識やニーズを的確に把握し、県の施策に反

映します。 

 

  ③ 審議会等委員の幅広い選任 

    県政に多様な視点からの意見を反映させるために、審議会等の委員について、重複及

び長期就任の見直しや女性、若者及び公募委員の積極的な起用を推進します。 

 

目標指標 

目標指標 基準値 目標値 

企業との包括連携協定の締結数 

＜山形県総合発展計画実施計画（R7.●）＞ 

19件 

（R5年度） 

25件 

（R11年度） 

女性委員の審議会等登用率 

（女性の県審議会等委員数／県審議会等委員数） 

＜山形県男女共同参画計画（Ｒ3.3）＞ 

52.1％ 

（R5年度：612人／1,174人） 

50％程度を維持 

（R7～R11年度） 

若者委員を１名以上登用している審議会等の割合 

（39 歳以下の若者委員を登用している県審議会等の数／県審議会等の

総数） 

＜審議会等への若者委員登用の推進について（Ｈ23.12）＞ 

97.7％ 

（R5年度：85組織／87組織） 

100％ 

（R7～R11年度） 

 

  

※ 公社等：資本金、基本金その他これらに準ずるものの県の出資（出えんを含む。）の割合が 25％以上の法人及びその他県行政

と密接な関係があり県が特に運営管理の適正化を図る必要があると認める法人。 
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視点②【人】 職員のウェルビーイング実現による組織力の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 人材の育成・確保及び活用 

 

・今後、若年労働者の絶対数が不足し、県職員についても、人手不足が深刻化することが見

込まれる中、高度化・複雑化する行政課題に的確に対応していくため、これからの山形県

に必要な多様で有為な人材の育成・確保とその活用を着実に推進していきます。 

 

  （１）人材の育成・確保 

  ① 「山形県職員育成基本方針」（令和４年４月改定）に基づく多様な人材育成方策の実施 

職員に必要な三つの基本的な姿勢（現場主義・県民視点・対話重視）の向上を図るた

め、「自己研修」「職場研修（ＯＪＴ）」「職員育成センター・部局研修（ＯＦＦ－ＪＴ）」

を研修の三本柱として一体的に推進します。また、職位ごとに必要とされる能力の開発・

向上のための研修等、多様な人材育成方策を実施します。 

 

  ② 公務の魅力の発信 

山形県職員として働くことの魅力を知ってもらうため、より多くの受験者に訴求し、

多様かつ有為な人材の確保につながるよう、インターンシップの拡充やＳＮＳ・動画の

積極的な活用など、公務の魅力を効果的に発信します。 

 

  ③ 多様な試験方法の工夫 

    受験者の負担を軽減するため、受験対象者や受験方法、試験内容等の試験実施に係る

工夫について、検討・実施していきます。 

 

 

・少子高齢化を伴う人口減少が加速する中で、県職員についても、人手不足が深刻化するこ

とが見込まれます。 

・人口減少時代においても必要な県民サービスを維持・向上させていくためには、多様で有

為な人材を確保・育成するとともに、職員一人ひとりが働きがいや働きやすさを実感でき

るような取組みを進めることで職員の定着と活躍を推進し、組織力を強化していくことが

大切です。それが、ひいては県民サービスの向上につながります。 

・視点②では人に着目して、働き方改革を推進し、職員のウェルビーイングの実現を図るこ

とで、組織力の強化を進めます。 
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  ④ 多様な人材の採用 

    新卒者に限らない、社会人経験者などの多様な経験や知識・技能を持った人材の確保

も重要であるため、受験上限年齢の引上げや社会人経験者を対象とした試験の実施など、

即戦力となる人材を確保するための取組みを検討・実施していきます。 

 

 （２）専門人材の育成・確保 

  ① デジタル人材の育成・確保の推進 

デジタル技術を活用した業務効率化や住民サービスの向上、地域課題の解決に取り組

むため、ＩＣＴに関する研修等の実施によりデジタル技術を活用できる人材の育成を推

進するとともに、外部委託による民間企業の専門人材受入れなど、多様な選択肢から業

務の性質等を踏まえ効率的・効果的にデジタル人材の確保を推進します。 

 

  ② 多様な専門人材の確保の推進 

社会人経験者を対象とした試験や、年度途中の試験の実施など、高度化・複雑化する

行政課題に的確に対応できる多様かつ専門的な知識・経験を有する人材の採用機会の確

保を推進します。 

 

 （３）職員の能力を最大限に引き出す人材活用 

  ① 人事評価制度を通した人材活用 

    人事評価制度の実施を通して、職員の意欲と能力の向上を図るとともに、職員の能力

や実績を活かした人材活用を推進します。 

 

  ② 女性職員の活躍の推進 

女性職員のキャリア形成への意識を高めるとともに、職位に応じたマネジメント能力

の開発・向上を支援し、個々の女性職員の能力・意欲やキャリアを踏まえ、多様な分野

や管理職への計画的・積極的な登用を推進します。 

 

  ③ 定年引上げに伴う高齢期職員の活躍の推進 

    定年引上げに伴い、今後60歳を超える職員が増えていく中で、高齢期職員が引き続き

高いモチベーションを持って業務にあたるとともに、次代を担う後輩職員の育成にも貢

献できるよう、本人の希望や適性等を踏まえた適材適所の人事配置や、高齢期職員を対

象とした研修実施等の環境整備に努めます。 

 

  ④ 障がい者である職員の活躍の推進 

「山形県障がい者である職員の活躍推進計画《第２期》」（令和７年●月策定予定）に

基づき、障がい者雇用及び障がい者である職員の働きやすい環境整備を推進します。 
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目標指標 

目標指標 基準値 目標値 

管理職（課長級以上）に占める女性職員の割合 

（管理職の女性職員数／管理職の人数） 

＜山形県特定事業主行動計画（R3.5）＞ 

22.0％ 

（R6年度：94人／427人） 

特定事業主行動 

計画の目標達成 

に向けて取組みを推進 
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２ 職員のワーク・ライフ・バランスの推進 

 

・「ワーク・ライフ・バランス推進本部※」を中心として、職員が明るく元気に働くことがで

き、また、仕事と家庭生活を両立しながら能力を発揮できるよう、多様で柔軟な働き方や

職員一人ひとりの意識改革を推進します。 

 

 （１）勤務時間・場所を柔軟に選べる働き方の推進 

   ① 時差出勤等の推進 

職員が勤務時間を柔軟に選択できるよう、時差出勤を活用しやすい環境の整備に努め

るとともに、フレックスタイム制を導入することで、より多様な働き方を推進します。 

 

   ② 在宅勤務、モバイルワーク、Ｗｅｂ会議等の推進 

職員が勤務場所を柔軟に選択でき、勤務時間中はどこでも効率的に業務を遂行できる

よう、在宅勤務やモバイルワーク、Ｗｅｂ会議等の活用及びそのための環境整備を推進

します。 
 

 （２）ハラスメント防止の取組みの推進 

「職場におけるパワーハラスメントの防止等に関する指針」（令和２年６月改定）等に

基づき、意識啓発や利用しやすい相談体制を整備するなど、外部からのハラスメントを

含めたあらゆるハラスメントの防止に向けた取組みを推進します。 

 

 （３）職員のこころとからだの健康づくりの取組みの推進 

    「職員のこころの健康づくりの指針」（平成28年４月改定）に基づく職員のこころの健

康づくりについて、各種研修の実施や相談窓口の充実、健康管理スタッフの対応力向上

など外部専門家等を活用しながら、引き続き取組みを推進します。また、心身の健康増

進のため、福利厚生の充実にも引き続き取り組みます。 

 

 （４）時間外勤務縮減の徹底 

    職員が心身の健康を保持できるよう、仕事の見直しに加え、「山形県庁ＮＯ残業デー※」

の設定や「資料作成４ない運動※」による意識啓発の取組みなどにより、時間外勤務の

縮減を推進します。 
 

 

 

 

 

 

 

※ ワーク・ライフ・バランス推進本部：職員が明るく元気に働ける職場づくりの推進や、育児・介護など多様な事情を抱えた職

員一人ひとりが、仕事と家庭生活を両立しながら能力を発揮できる職場環境の整備に一層取り組んでいくため設置された、

知事を本部長とする組織。 

※ 山形県庁ＮＯ残業デー：毎週水曜日を「山形県庁ＮＯ残業デー」として設定し、定時退庁を推進する取組み。 

※ 資料作成４ない運動：資料作成の指示を行う際に、「曖昧な指示を行わない」「作らせすぎない」「複雑にしない」「求めすぎな

い」の４つのポイントを徹底することによる時間外勤務縮減のための取組み。 
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 （５）年次有給休暇、育児関連休暇等の取得促進 

  ① 年次有給休暇の取得促進、取得しやすい環境の整備 

職員の健康で充実した生活の推進や心身のリフレッシュのため、年次有給休暇の取得

を促進するとともに、取得しやすい環境の整備に努めます。 
 

  ② 男性職員の育児関連休暇等の取得促進、取得しやすい環境の整備 

子どもが生まれる男性職員と所属長との面談の徹底や職員への更なる意識啓発を行う

など、男性職員の育児関連休暇等の取得を促進するとともに、取得しやすい環境の整備

に努めます。 

 
目標指標 

目標指標 基準値 目標値 

男性職員の育児休業取得率 

（育児休業を取得した男性職員数／新たに取得可能となった男性職員

数） 

＜山形県特定事業主行動計画（R3.5）＞ 

80.7％ 

（R5年度：67人／83人） 

特定事業主行動 

計画の目標達成 

に向けて取組みを推進 

男性職員の妻の出産時の子育て休暇（育児参加休暇）取得率 
（育児参加休暇を取得した男性職員数／新たに取得可能となった男性職

員数） 

＜山形県特定事業主行動計画（R3.5）＞ 

71.1％ 
（R5年度：59人／83人） 

特定事業主行動 

計画の目標達成 

に向けて取組みを推進 
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３ 職員の働きがいの向上 

 

・職員が、働きやすさはもとより、働きがいを感じて前向きに業務に取り組めるよう、モチ

ベーションアップや組織パフォーマンスの向上につながる取組みを推進します。 

 

 （１）職員のモチベーションアップにつながるオフィス改革等の推進 

  ① オフィス改革の推進 

   オフィスのデザインやレイアウトを見直すことにより、コミュニケーションを促進す

るミーティングスペースを創出するなど、自由で風通しが良く、席に縛られずに仕事が

できる機能的なオフィス環境を整備し、職員のモチベーションや生産性の向上を図りま

す。また、こうした魅力的なオフィス環境を対外的にもＰＲすることで、人材の確保に

もつなげていきます。 

 

  ② やまがたコンフォートビズの推進 

ＴＰＯを踏まえた通年軽装化の取組み「やまがたコンフォートビズ」により、年間を

通して快適で動きやすい服装で公務にあたることで、職員の業務の能率・働きやすさの

向上を図ります。 

 

  ③ 職員エンゲージメント※の向上 

職員のエンゲージメントを把握し、向上のための取組みを推進することで、組織パフ

ォーマンスの向上と人材の定着を図ります。 

 

 （２）若手職員等の発想を活かした取組みの推進 

  ① 若手職員によるジョブチャレンジ制度の推進 

 若手職員が担当の枠組みにとらわれず、興味のある行政分野の施策立案等に参画する「ジ

ョブチャレンジ制度」など、若手職員等の柔軟な発想を活かす取組みを推進します。 

 

  ② 職員のアイデアを活用した業務の改善 

 職員提案制度を活用した仕事の見直し等に係るアイデアについて、全庁展開を図り、

業務の改善に効果的に活用します。 

 

目標指標 

目標指標 基準値 目標値 

職員エンゲージメントの向上 
- 

（R7年度に調査予定） 

プラン期間中における 

上昇 

 

  

※ エンゲージメント：所属する組織や仕事に対して自発的に貢献したいという意欲を持ち、主体的に取り組めている状態。 
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視点③【行財政基盤】 持続可能な行財政基盤の確立 

 

 

 

 

 

 

 

１ 歳入の確保 

 

・県税収入の確保をはじめ、受益者負担の適正化、ふるさと納税※制度の活用や県有財産の売

却・有効活用など、歳入の確保についてあらゆる方向から積極的に検討します。 

 

  （１）県税収入の確保 

   ① 市町村との連携強化 

 「山形県地方税徴収対策本部」を中心に、県と市町村による合同の税務職員研修、滞

納事案検討会、共同催告などを実施し、市町村との連携を強化しながら、県税収入の確

保に向けた取組みを推進します。 

 

   ② 滞納整理の推進 

     デジタルを活用した預貯金等の調査、自動車のタイヤロックをはじめとした財産の差

押え、差押財産の公売等の実施や、滞納者の実情を十分把握した上で納税の猶予制度等

を適用するなど、適正・公平な滞納整理を推進します。 
 
   ③ 納税環境の整備 

県税の徴収率の向上及び納税者の利便性向上のため、コンビニエンスストア納付や、

口座振替、インターネットによるクレジットカード納付、スマートフォン決済アプリ納

付などのキャッシュレス納付を推進します。 

 

  （２）未収金対策の推進 

     未収金発生の未然防止と効果的な収納を推進するため、「山形県未収金対策本部」を

中心に、担当職員向け研修会の開催や弁護士への相談、回収困難な債権回収の民間委託

等を実施します。 
 

 

 

・第４次山形県総合発展計画に掲げる様々な政策を持続的に推進していくためには、それを

行財政面で支える健全な基盤が必要です。 

・視点③では、行財政基盤に着目して、歳入の確保、歳出の見直しを図り、限られた資源を

必要な施策に集中できるよう、持続可能な行財政基盤を確立していきます。 

※ ふるさと納税：自分の選んだ自治体に寄附（ふるさと納税）を行った場合に、寄附額のうち 2,000 円を越える部分について、

所得税と住民税から原則として全額が控除される制度（一定の上限有）。 
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  （３）受益者負担の適正化 

     行政サービスに対する受益者負担の適正化の観点から、使用料・手数料について、毎

年度検証のうえ、適正な見直しを実施します。 

 

  （４）多様な財源の確保 

     ふるさと納税、企業版ふるさと納税※、やまがた社会貢献基金等への寄付の促進や、

国庫補助金をはじめとした外部資金の積極活用、県の広報媒体等への企業広告の掲載、

ネーミングライツ※や敷地貸付等による県有財産の有効活用、基金・特別会計資金の有

効活用など、財源の確保についてあらゆる方向から積極的に検討します。 

 

目標指標 

目標指標 基準値 目標値 

県税徴収率（現年度課税分） 

（現年度収入済額／現年度調定額） 

99.7％ 

（R5年度：

117,184,222,620円／

117,497,214,333円） 

99.7％程度を維持 

（R7～R11年度） 

県税徴収率（滞納繰越分を含めた現滞計） 

（現滞計収入済額／現滞計調定額） 

99.1％ 

（R5年度：

117,391,510,552円／

118,469,639,619円） 

99.1％程度を維持 

（R7～R11年度） 

未収金残高 前年度末の未収金残高 

年度末において 

前年度より減少 

（R7～R11年度） 

県有財産の売却・有効活用＊による歳入 

＜第２次山形県県有財産総合管理基本方針R7.●＞ 

 ＊有効活用：県の広報媒体等への企業広告の掲載、自動販売機設置

場所貸付、ネーミングライツ等 

－ 
毎年度３億円 

（R7～R11年度） 

 

  

※ 企業版ふるさと納税：国が認定した地域再生計画に位置付けられる地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附

を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組み。 

※ ネーミングライツ：施設の名称に、企業名、商品名などを冠した愛称を付与し、施設の名称として使用する代わりに、施設命

名権者（ネーミングスポンサー）からその対価を得て施設の管理運営に役立てるもの。 
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２ 歳出の見直し 

 

・職員一人ひとりのコスト意識を徹底し、組織を挙げて、事務事業の見直し・改善や行政経

費の節減等を実施することにより、歳出の見直しを推進します。 

 

  （１）事務事業の見直し・改善 

     部局長等のマネジメントの下、真に必要な事務と事業を見極め、廃止、統合、簡素化

などの手法により不断の見直しを行い、特に開始から一定期間が経過した事業等につい

ては、ＰＤＣＡ※の観点から成果指標に基づく効果の測定及び評価を行い重点的に見直

します。 

また、予算編成過程においても真に必要な事業を見極め、スクラップ・アンド・ビル

ドの徹底及び財源等の選択と集中を推進します。 

 

  （２）行政経費の節減・効率化 

     デジタルツール等を導入し、適切に活用することによって、業務の効率化と行政経費

の節減を図ります。 

また、「山形県環境保全率先実行計画（第５期）」（令和３年３月策定）に基づき、省エネ

ルギーや節電、ペーパーレス等の取組み（行政経費の節減）を推進します。 

 

目標指標 

目標指標 基準値 目標値 

事務事業の見直し・改善（経費削減額）【再掲】 － 
250億円 

（R7～R11年度累計） 

県の用紙類使用量等の削減 

（R1年度を基準年度とした各年度の目標） 

＜山形県環境保全率先実行計画（第5期）（R3.3）＞ 

135,269千枚 

（R1年度） 

毎年度1％削減 

（R7～R11年度） 

 

  

※ ＰＤＣＡ：Plan（計画策定）、Do（実施）、Check（検証）、Action（見直し）の４つの視点をプロセスの中に取り込むことで、

プロセスを不断のサイクルとし、継続的な改善を推進するマネジメント手法。 
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３ 健全な行財政運営 

 

・持続可能な行財政基盤の確立に向け、中長期的に将来負担を減少させるとともに、税収な

どの自主財源の確保を図っていくことや、適正な定員管理を基本とした行財政運営を行い

ます。 

 

  （１）財政の中期展望の作成 

     毎年度の当初予算案決定時に、一般会計収支の中期的な見通しを試算し、財源不足額

の解消のための検討指針となる「山形県財政の中期展望」を作成し、公表します。 

 

  （２）調整基金※の取崩しの抑制と県債残高の減少 

     調整基金の取崩しの抑制に努めるとともに、今後の社会資本整備や産業振興の必要性

に留意しながら、プラン期間中において臨時財政対策債※、補正予算債※、災害復旧事業

債※及び国土強靭化関係事業債※を除いた県債残高の減少を推進します。 

 

  （３）将来の税収増・歳出減につながる施策の推進 

     歳出削減だけでは将来の財源が確保できないことから、将来の税収増又は歳出減につ

ながる施策の推進に向け、事務事業の見直し・改善等による事業の選択と集中をより一

層推進していきます。 

 

  （４）適正な定員管理及び給与管理の実施 

   ① 適正な定員管理 

     人口減少の急速な進行等を踏まえ、無駄のない簡素で効率的な組織機構、人員体制の

実現に向けて不断の見直しを行うとともに、新たな行政課題にも的確に対応できるよう、

見直しにより生み出した人員を必要性を厳選のうえ配置して対応するなど、スクラッ

プ・アンド・ビルドを基本とした適正な定員管理を行います。 

     なお、教育委員会、警察本部の特に配慮を要する教育、治安などの分野の現場機能に

係るものについては、以下の点を踏まえて、適正な定員管理を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 調整基金：本県において財政調整基金と県債管理基金を合わせて呼ぶ場合の総称。それぞれの基金の説明は下記のとおり。 

  財政調整基金：年度間の財源の不均衡を調整するための基金 

  県債管理基金：県債の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けられる基金 

※ 臨時財政対策債：県債のうち、地方財政計画上の通常収支の不足を補填するために発行される県債。 

※ 補正予算債：政府の補正予算に対応するために発行される県債のうち、全額が交付税措置されるものの中から「防災・減災・

国土強靱化緊急対策事業債」を除いたもの。 

※ 災害復旧事業債：自然災害からの復旧事業を実施するために発行される県債。  

※ 国土強靭化関係事業債：防災・減災に資する事業を実施するために発行される県債のうち、ここでは「防災・減災・国土強靱

化緊急対策事業債」、「緊急自然災害防止対策事業債」及び「緊急浚渫推進事業債」をまとめてこのような表現としている。  
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     ・教育委員会については、児童生徒数の減少や学校の統廃合を反映した、いわゆる「標

準法※」による教職員の定数及び「第７次山形県教育振興計画」（令和７年●月策定）

の推進等を踏まえた対応 

     ・警察本部については、警察法施行令に定められた警察官の定数の基準及び治安の維

持のために必要な要員の確保 

 

   ② 適正な給与制度運用 

     人事委員会勧告を基本に、国や他県との均衡も考慮しながら、適正な給与制度の運用

を行います。 

 

  （５）公社等の経営に係る不断の見直し 

     県が公社等の事業を通して行政目的を効率的かつ効果的に果たすとともに、公社等の

経営健全化と地方創生に資する有効活用の両立に向けて適切な取組みを図るため、公社

等ごとの経営状況等について継続的かつ定期的に把握・検証し、運営管理の適正化を推

進します。 

 

目標指標 

目標指標 基準値 目標値 

臨時財政対策債、補正予算債、災害復旧事業債及び国土強靭化
関係事業債を除いた県債残高 

R6年度決算額 プラン期間中における減少 

 

 

  

※ 標準法：「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」及び「公立高等学校の適正配置及び教職員定

数の標準等に関する法律」の２つの法律を指す。 
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４ 県有財産の管理・運用 

 

・「第２次山形県県有財産総合管理基本方針」（令和７年●月策定）に基づき、今後見込まれ

る人口減少の急激な進行を踏まえ、県有施設の集約化や解体等による総量の適正化に取り

組むとともに、県有施設の長寿命化や維持管理の効率化など、県有財産の総合的な管理運

用を推進します。 

 

 （１）県有財産の総量縮小 

人口減少の加速を踏まえ、県有施設の適正配置を図り、施設の集約化を推進します。

また、更新時期にある庁舎等の合築や利活用が終了した施設等の売却又は解体を推進す

ることにより、県有財産の総量の縮小を図ります。 

 

 （２）県有施設の長寿命化と維持管理コストの低減 

  ① 今後も利活用を行う施設の長寿命化 

     県有施設の劣化状況を反映した個別施設計画に基づくメンテナンスサイクルを確立

することにより、長寿命化を更に推進し、更新等に係る財政負担の軽減及び平準化を図

ります。 

 

  ② 維持管理コストの低減 

    県有施設の維持管理業務の一括発注を推進することや、民間活力の活用を促進するこ

とで、維持管理コストの更なる低減を図ります。 

 

 （３）県有財産の有効活用 

未利用施設や庁舎の空きスペース、敷地の民間等への貸付や転用、ネーミングライツ

等企業広告の拡大など、県有財産の有効活用による収入の確保を図ります。 

 
目標指標 

目標指標 基準値 目標値 

一般財産における建物延床面積の縮減 
＜第２次山形県県有財産総合管理基本方針R7.●＞ 

1,844.737㎡ 

第２次山形県県有財産総合
管理基本方針の目標達成 

に向けて取組みを推進 
（R16年度までに▲2％） 
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５ 地方公営企業における健全な財政運営 

 

・地方公営企業について、中期的な経営計画を基に、健全な財政運営に向けた取組みを推進

します。 

 

  （１）企業局における経営基盤の強化 

  ① 経営基盤の強化 

     将来にわたって安定的に事業を継続していくため、各事業の対応方針を明確にした

「山形県企業局経営戦略」（令和５年３月改定）に基づき、経営基盤の強化を推進しま

す。 

 

  ② 適正な定員管理 

     定員管理については、持続可能な経営を基本に、安全で安定したサービスの提供、企

業局と市町村等の連携強化及び再生可能エネルギーを利用した発電の拡大等の課題を

踏まえて、適正に対応します。 

 

  （２）病院事業局における経営改善の推進 

  ① 経営改善の推進 

     「山形県病院事業資金不足等解消計画」（令和４年３月改定）等に基づき、経営改善

を推進します。 

 

  ② 適正な定員管理 

     定員管理については、地域の医療需要への対応と効率的な事業経営を踏まえて、適正

に対応します。 

 

  （３）流域下水道事業における経営基盤の強化 

     将来にわたって安定的に事業を継続していくため、「山形県流域下水道事業経営戦略」

（令和４年３月策定）に基づき、経営基盤の強化を推進します。 

 
目標指標 

目標指標 基準値 目標値 

病院事業全体の資金不足比率 

（資金の不足額／事業の規模） 

＜山形県病院事業資金不足等解消計画（H30.9）＞ 

8.5％ 

（R5年度：3,018百万円 

／35,300百万円） 

山形県病院事業資金 

不足等解消計画の 

目標値を毎年度達成 
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視点④【ＤＸ】 行財政改革の取組みを支えるデジタル化の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ デジタル化による業務の効率化 

 

・様々なデジタルツール等を導入し、それを活用するとともに、デジタル化の障害となる規

制を見直すことで、行政サービスに係る一連の業務の更なる効率化を進めます。 

 

  （１）デジタルツール等の導入と活用による業務効率化の推進〔再掲〕 

 生成ＡＩやチャット機能を有するコミュニケーションツール等を導入し、有効活用す

ることで、業務の効率化を進めます。また、電子決裁の推進や多様な公金収納方法の実

現等による業務の効率化を更に進めていきます。 

 

  （２）アナログ規制の見直し等の推進〔再掲〕 

     目視や書面での掲示などが義務付けられているアナログ的な規制を見直すとともに

各種行政手続きのオンライン化を進めることで、業務の効率化を図り、県民や事業者の

利便性向上と事務負担の軽減に取り組みます。 

 

目標指標 

目標指標 基準値 目標値 

事務事業の見直し・改善（削減事務量）【再掲】 － 
10万時間 

（R7～R11年度累計） 

電子決裁の推進 

－ 

（R8に新文書管理システ

ム導入予定） 

令和８年度の導入状況

を踏まえて検討 

 

  

・人口減少による人手不足が見込まれる中で、高度化・複雑化する行政課題に対応していくた

めには、デジタルツール等の導入と活用により業務を効率化させ、生産性を向上させること

が必須となります。また、そのための基盤として、適切なデジタル機器とネットワーク環境

が必要です。 

・視点④では、ＤＸに着目して、視点①～③における行財政改革の取組みを支える土台として、

デジタル化による業務の効率化を推進します。 
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２ デジタル化による業務効率化のための環境整備 

 

・デジタルツール等を導入・活用して業務を効率的に行うための基盤として、老朽化したデ

ジタル機器を計画的に更新していくとともに、庁舎のネットワーク環境を改善します。 

 

  （１）デジタル機器の計画的な更新 

     職員が業務に集中でき、かつ、デジタルツールなどを最大限活用できるよう、老朽化

したデジタル機器の更新を計画的に進め、業務を効率的に行える環境の整備を進めます。 

 

  （２）庁内ネットワーク環境の改善 

     セキュリティレベルを維持しつつ、職員がスピーディーに必要な情報にアクセスでき

る新たなインターネット接続環境を構築し、業務を効率的に行える環境の整備を進めま

す。 

 



視点①【仕事・組織】人口減少や県民ニーズに対応した仕事・組織体制の再構築

目標指標 基準値 目標値

１　仕事の見直し

事務事業の見直し・改善（経費削減額） −
250億円

（R7〜R11年度累計）

事務事業の見直し・改善（削減事務量） −
10万時間

（R7〜R11年度累計）

２　組織体制の見直し

３　多様な主体との連携・協働

企業との包括連携協定の締結数
＜山形県総合発展計画実施計画（R7.●）＞

19件
（R5年度）

25件
（R11年度）

女性委員の審議会等登用率
（女性の県審議会等委員数／県審議会等委員数）
＜山形県男女共同参画計画（R3.3）＞

52.1％
（R5年度）

50％程度を維持
（R7〜R11年度）

若者委員を１名以上登用している審議会等の割合
（39歳以下の若者委員を登用している県審議会等の数／県審議会等の
総数）
＜審議会等への若者委員登用の推進について（H23.12）＞

97.7％
（R5年度）

100％
（R7〜R11年度）

視点②【人】職員のウェルビーイングの実現による組織力の強化

目標指標 基準値 目標値

１　人材の育成・確保及び活用

管理職（課長級以上）に占める女性職員の割合
（管理職の女性職員数／管理職の人数）
＜山形県特定事業主行動計画（R3.5）＞

22.0％
(R6年度)

特定事業主行動計画の目
標達成に向けて取組みを

推進
２　職員のワーク・ライフ・バランスの推進

男性職員の育児休業取得率
（育児休業を取得した男性職員数／新たに取得可能となった男性職員
数）
＜山形県特定事業主行動計画（R3.5）＞

80.7%
（R5年度）

特定事業主行動計画の目
標達成に向けて取組みを

推進

男性職員の妻の出産時の子育て休暇（育児参加休暇）
取得率
（育児参加休暇を取得した男性職員数／新たに取得可能となった男性
職員数）
＜山形県特定事業主行動計画（R3.5）＞

71.1%
（R5年度）

特定事業主行動計画の目
標達成に向けて取組みを

推進

３　職員の働きがいの向上

職員エンゲージメントの向上
−

（R7に調査予定）
プラン期間中における

上昇

6

7

No.

8

＜参考＞行財政改革の取組みに係る目標指標

No.

1

2

3

4

5

9
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視点③【行財政基盤】持続可能な行財政基盤の確立

目標指標 基準値 目標値

１　歳入の確保

県税徴収率（現年度課税分）
（現年度収入済額／現年度調定額）

99.7％
（R5年度：

117,184,222,620円／
117,497,214,333円）

99.7％程度を維持
（R7~R11年度）

県税徴収率（滞納繰越分を含めた現滞計）
（現滞計収入済額／現滞計調定額）

99.1％
（R5年度：

117,391,510,552円／
118,469,639,619円）

99.1％程度を維持
（R7~R11年度）

未収金残高 前年度末の未収金残高
年度末において
前年度より減少
（R7〜R11年度）

県有財産の売却・有効活用による歳入
＜第２次山形県県有財産総合管理基本方針（R7.●）＞

−
毎年度３億円

（R7〜R11年度）

２　歳出の見直し

事務事業の見直し・改善（経費削減額）【再掲】 −
250億円

（R7〜R11年度累計）

県の用紙類使用量等の削減
＜山形県環境保全率先実行計画（第5期）（R3.3）＞

135,269千枚
（R1年度）

毎年度1％削減
（R7〜R11年度）

３　健全な行財政運営

臨時財政対策債、補正予算債、災害復旧事業債及び国
土強靭化関係事業債を除いた県債残高

R6年度末残高
プラン期間中における

減少

４　県有財産の管理・運用

一般財産における建物延床面積の縮減
＜第２次山形県県有財産総合管理基本方針（R7.●）＞

1,844,737㎡
（R5年度末）

第2次山形県県有財産総合管
理基本方針の目標達成
に向けて取組みを推進
（R16年度までに▲2％）

５　地方公営企業における健全な財政運営

病院事業全体の資金不足比率
（資金の不足額／事業の規模）
＜山形県病院事業資金不足等解消計画（H30.9）＞

8.5％
（R5年度）

山形県病院事業資金不足
等解消計画の目標値を

毎年度達成

視点④【ＤＸ】行財政改革の取組みを支えるデジタル化の推進

目標指標 基準値 目標値

１　デジタル化による業務の効率化

事務事業の見直し・改善（削減事務量）【再掲】 −
10万時間

（R7〜R11年度累計）

電子決裁の推進
−

（R8に新文書管理システ
ム導入予定）

令和８年度の導入状況を
踏まえて検討

２　デジタル化による業務効率化のための環境整備

17

18

13

No.

-

14

15

16

No.

10

11

12

-
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〔 参 考 資 料 〕 

山形県行財政改革推進プラン2025の策定経過 

 

年月日 会議等 内 容 

令和６年７月18日 
山形県行政支出点検・行政改革推進委員会 

              （第１回） 

次期プランの策定及びスケ

ジュールについて協議 

令和６年10月31日 
山形県行政支出点検・行政改革推進委員会 

              （第２回） 

次期プランの基本的考え方

及び骨子案について協議 

令和６年11月５日 山形県行財政改革推進本部会議（第１回） 
次期プランの基本的考え方

及び骨子を決定 

令和６年12月５日 
山形県行政支出点検・行政改革推進委員会 

              （第３回） 

次期プランの素案について

協議 

令和６年12月16日 県議会 議会運営委員会 次期プランの素案を報告 

令和６年12月17日 県議会 総務常任委員会 次期プランの素案を報告 

令和６年12月24日 山形県行財政改革推進本部会議（第２回） 次期プランの素案を決定 

令和７年２月25日 県議会 議会運営委員会 次期プランの最終案を報告 

令和７年２月25日 パブリック・コメント（～３月17日）  

令和７年３月●日 県議会 総務常任委員会 次期プランの最終案を報告 

令和７年３月●日 
山形県行政支出点検・行政改革推進委員会 

              （第４回） 
次期プランの最終案を提示 

令和７年３月●日 山形県行財政改革推進本部会議（第４回） プラン決定 
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山形県行財政改革推進本部設置要綱 

 

（設 置） 

第１条 現下の厳しい行財政環境の中、様々な課題に的確に対応し、必要な行政サービスを効

果的・効率的に提供できるよう、行財政運営の全分野について不断の見直しを行い、改革を

推進するため、山形県行財政改革推進本部（以下「本部」という｡）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 行財政改革の基本方針の策定及び推進に関すること。 

(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。 

（組 織） 

第３条  本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は知事をもって充て、副本部長は副知事をもって充てる。 

３ 本部員は、知事部局の各部長、会計管理者、各総合支庁長、企業管理者、病院事業管理

者、議会事務局長、教育長及び警察本部長をもって充てる。 

（本部長及び副本部長） 

第４条 本部長は、本部を総括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会 議） 

第５条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。 

２ 本部長は、必要があるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことが 

できる。 

（幹事会） 

第６条 本部に、本部会議に付議すべき事案の調査検討及び調整を行うため、幹事会を置く。 

２  幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。 

３ 幹事長は総務部長をもって充て、副幹事長は総務部次長をもって充てる。 

４ 幹事は、知事部局の各部次長、会計局次長、各総合支庁総務企画部長、東京事務所長、企

業局長、病院事業局長、議会事務局次長、教育局長、警察本部警務部長、監査委員事務局

長、労働委員会事務局長及び人事委員会事務局職員課長をもって充てる。 

５ 前２項において、充てる職が複数の場合は、本部長が指名する者とする。 

６ 幹事長は、幹事会を総括する。 

７ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、副幹事長のうちあらかじめ 

幹事長が指名する者がその職務を代理する。 

８ 幹事会は、幹事長が必要に応じて招集し、幹事長が座長となる。 
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（プロジェクトチーム） 

第７条 幹事会に、特定の事項を調査検討させるため、必要に応じてプロジェクトチームを 

置くことができる。 

２ プロジェクトチームに関し必要な事項は、幹事長が別に定める。 

（事務局） 

第８条 本部に、本部の庶務その他の事務を処理させるため、事務局を置く。 

２ 事務局は、人事課、働き方改革実現課及び財政課をもって組織し、事務局長は、働き方改

革実現課長をもって充てる。 

（補 則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定め

る。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

（やまがた改革推進本部設置要綱の廃止） 

２ やまがた改革推進本部設置要綱は、廃止する。  

附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

- 32 -



山形県行政支出点検・行政改革推進委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 県の行財政改革の基本方針（以下「行革プラン」という。）の策定、取組内容等

について、県民の視点から評価と助言を得るため、「山形県行政支出点検・行政改革推

進委員会」（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

（１）行革プランの進捗状況等に対する評価、意見又は助言を行うこと。 

（２）行革プランの取組みに係る個別課題に対する意見又は助言を行うこと。 

（３）新たな行革プランの策定に関する意見、助言を行うこと。 

 

（組織） 

第３条 委員会の委員は次に掲げる者の中から知事が委嘱する。 

（１）学識経験を有する者 

（２）産業経済関係者 

（３）一般公募による者 

（４）その他行財政改革の推進に必要と認められる者 

２ 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとする。

ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることを妨げない。 

 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名

する委員が、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という）は、委員長が招集する。 

２ 会議の議長は、委員長をもって充てる。 

 

 （部会） 

第６条 委員会に個別課題に係る専門部会（以下「部会」という。）を置くことがで

きる。 

２ 部会は、委員長が指名する委員会の委員及び知事が委嘱する委員で構成する。 

３ 部会に部会長を置き、部会の委員の互選により定める。 

４ 部会長は部会の事務を掌理し、部会会議の議長となる。 
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（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、総務部働き方改革実現課において処理する。 

 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員

長が委員会に諮って定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２１年７月９日から施行する。 

（「やまがた集中改革プラン」の推進に関する第三者委員会設置要綱の廃止） 

２ 「やまがた集中改革プラン」の推進に関する第三者委員会設置要綱は、廃止す

る。 

附 則  

この要綱は、平成２２年５月１２日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２４年６月５日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２５年６月３日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和２年６月１７日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和３年４月２６日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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令和６年度 山形県行政支出点検・行政改革推進委員会 委員 

 

＜五十音順 敬称略＞ 

 

 

大垣
おおがき

 敬
たか

寛
ひろ

 株式会社山のむこう 代表取締役 

 

 

◎ コーエンズ
こ ー え ん ず

 久美子
く み こ

 山形大学副学長 

 人文社会科学部 教授（商法） 

 

鈴木
す ず き

 治
おさむ

       株式会社きらやか銀行 代表取締役専務 

 （令和６年 10月から） 

 

中西
なかにし

 愛子
あ い こ

 株式会社最上世紀 代表取締役社長 

  

 

樋口
ひ ぐ ち

 恵佳
え か

 東北公益文科大学公益学部 准教授 

 （国際法、国際海洋法、国際環境法） 

 

藤島
ふじしま

 正史
まさぶみ

      株式会社きらやか銀行 取締役 

 （令和６年９月まで） 

 

舩山
ふなやま

 整
ひとし

 日本労働組合総連合会山形県連合会 会長 

 

 

横尾
よ こ お

 香矢子
か や こ

 山形県商工会議所女性会連合会 会長 

 （株式会社東横イン山形駅西口 支配人） 

 

涌井
わ く い

 朋子
と も こ

 共栄印刷株式会社 元取締役 

 

 

◎：委員長 
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 「山形県行財政改革推進プラン」は、山形県のホームページにも掲載しております。 

 山形県ホームページ URL 

https://www.pref.yamagata.jp/020011/kensei/kaikaku/gyouzaiseikaikaku/kaikaku-

plan/index.html 

 

 山形県総務部働き方改革実現課 

  〒990-8570  山形県山形市松波二丁目８番１号 

  電 話  023(630)3046   ＦＡＸ  023(630)2524 

こちらからも御覧になれます！ 

https://www.pref.yamagata.jp/020011/kensei/kaikaku/gyouzaiseikaikaku/kaikaku-

